
    

様式第２ 号( 第７ 条関係)  

会議の開催結果 

１  会議の名称 
第３ 回 

さ いたま 市国民健康保険運営協議会 

２  会議の開催日時 
令和４ 年１ ０ 月２ ７ 日（ 木）  

午後２ 時から 午後４ 時ま で 

３  会議の開催場所 と き わ会館 ５ 階大ホール 

４  出席者名 

柴田潤一郎会長、 志賀信子副会長、 田中恒一委員、 大熊

俊夫委員、齋木裕二委員、髙本正広委員、飯盛惠美委員、

須賀久惠委員、 大室里美委員、 志村文夫委員、 中村靖幸

委員、 中村勉委員、 塩屋雄史委員、 瀧本久夫委員、 塩野

英昭委員、阿部泰子委員、菊池文彦委員、野田政充委員、

佐藤郁恵委員、 三次宣夫委員、 島田玲子委員、 若林チヒ

ロ 委員 

５  欠席者名 星野純子副会長、 野口良輝委員 

６  議題及び公開又は

非公開の別 

（ 議題）  

（ １ ） 国民健康保険の県単位化について 

（ ２ ） 保険者努力支援制度について 

（ ３ ） 第２ 回（ 書面開催） で寄せら れた質問につ

いて 

（ ４ ） その他 

７  非公開の理由  

８  傍聴者の数 なし  

９  審議し た内容 

（ １ ） 国民健康保険の県単位化について 

（ ２ ） 保険者努力支援制度について 

（ ３ ） 第２ 回（ 書面開催） で寄せら れた質問につ

いて 

（ ４ ） その他 

10 問合せ先 
保健福祉局 福祉部 国民健康保険課 

電話番号 ０ ４ ８ －８ ２ ９ －１ ２ ７ ６ （ 直通）  

11 その他  
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令和４年度第３回さいたま市国民健康保険運営協議会議事録 

 

日時  令和４年１０月２７日（木） 

午後２時００分～３時４５分 

場所  ときわ会館５階大ホール 

 

１ 出席者 
 （委 員） 柴田 潤一郎、志賀 信子、大熊 俊夫、田中 恒一、齋木 裕二、 

髙本 正広、須賀 久惠、大室 里美、志村 文夫、瀧本 久夫、 
菊池 文彦、佐藤 郁恵、三次 宣夫、若林 チヒロ、飯盛 惠美、 
中村 靖幸、中村 勉、塩屋 雄史、塩野 英昭、阿部 泰子、 
野田 政充、島田 玲子 

 
  
 （事務局） 細沼保健福祉局長、永島保健福祉局理事兼福祉部長 

 
（収納対策課） 

小林財政局税務部参事兼収納対策課長  
神田収納対策課長補佐兼収納対策係長 

  
（保健センター） 

住谷大宮区保健センター所長補佐兼健康づくり係長 
出越緑区保健センター所長補佐兼健康づくり係長 

 
（国民健康保険課） 

田中国民健康保険課長  
苗村主幹 澁谷課長補佐兼保健事業係長  
坂西国保事業係長 岩瀬レセプト給付係長 
角脇主査、小澤主任 福島主任 佐藤主事 岡田主事 

        
２ 欠席者 
（委 員） 星野 純子、野口 良輝  

 
３ 会議次第 
 （１） 開会 
 （２） 事務局代表あいさつ 
 （３） 会長あいさつ 
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 （４） 協議・報告事項 
   ①国民健康保険の県単位化について 

   ②保険者努力支援制度について 

   ③第２回（書面開催）で寄せられた質問について 

   ④その他 

（５） 閉会 
 

柴田会長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局： 

 

柴田会長： 

 

 

 

 

 

 

 

事務局： 

 

柴田会長 

 

それでは、次第「４ 協議・報告事項」に入らせて頂きます。 

本日の議事につきましては、数が多いためスムーズな議事進行に

御協力をお願いいたします。 

本日の協議会については、原則公開としておりますが、本日の協

議会も公開とすることでよろしいでしょうか。 

 

（「よい」という旨の発言あり） 

 

事務局に伺いますが、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

 

ございません。 

 

本協議会につきましては、毎回、議事録を作成していますので、

あらかじめ議事録署名人をお願いしておきたいと思います。 

大熊委員と阿部委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、お手元の次第に従いまして議事を進めさせていただき

ます。まず、協議・報告事項としまして「（１）国民健康保険の県単

位化について」、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

ただいまの事務局の説明に対して、何かご質問はありますか。 

 



3 
 

志村委員： 

 

 

 

柴田会長 

 

事務局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志村委員： 

 

 

事務局： 

 

 

 

志村委員： 

 

柴田会長： 

４ページの説明があった、収納率格差以外の項目を統一というと

ころで、令和９年度にアップするというのはどれくらいアップにな

るのでしょうか。 

 

事務局お願いします。 

 

県の目標とする税率ですが毎年示されているところですが、９年

度にいくつになるとは定められておりません。まず、県から納付金

というものが示されまして、納付金をお支払いするのに県が標準的

に考える税率も示されます。 

具体的にいいますと、国保税は所得割と均等割の２種類がありま

すが、所得割の税率は 11.90％、均等割につきましては７万５，４

０９円となっております。本市の所得割は現在この額にほぼ近い

0.05 パーセントしか差が出ていないのですが、均等割の差額はまだ

２万３千円ほどあります。税率を見直して２万３千円程度を引き上

げないと９年度には一気にそこまで上がってしまうような形にな

りますので、なるべくそうならないように段階的に少しずつステッ

プアップして進んでいくイメージをしているところです。 

 

わかりました、ありがとうございます。少しずつ上げていって 9

年度には合わせるということですね。 

 

はい、やはり急に２万円税金を上げるとなると、理解を得にくい

かと思いますので、そこは少しずつ段階的に引き上げていくという

のが、本市の方針となっております。 

 

ありがとうございました。 

 

ただ今の回答は、去年の金額とかなにかは昨年度の見通し、です
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事務局： 

 

柴田会長： 

 

事務局： 

 

 

 

 

柴田会長： 

 

 

 

事務局： 

 

柴田会長： 

 

 

中村勉委員： 

 

 

 

 

 

柴田会長： 

 

事務局： 

か。 

 

はい、令和 4年度に県から示されたいわゆる標準税率です。 

 

9 年度のときはまた若干上がる可能性があるということですか。 

 

そうですね、標準税率は毎年変わっておりますので、いわゆる医

療費が増えればその分税率を上げないと医療費が賄えない、という

ところで、９年度にこの税率ですというのが今、出ている訳ではご

ざいません。 

 

ありがとうございました。他にございますか。それでは協議事項

の「（２）保険者努力支援制度について」事務局より説明をお願いし

ます。 

 

（事務局説明） 

 

はい、ただいまの説明に対して、ご質問ある方いらっしゃいます

でしょうか。 

 

まずは 24 ページのところですけども 、国保固有の指標の一番左

の赤で囲ってある収納率の得点ですけれども 15 点ということで、

ずいぶん低いのですがさいたま市は収納率がかなり高いと思うん

ですが、これは滞納分の収納率も含めているのですよね。その評価

ですよね。 

 

事務局よろしいですか。 

 

滞納分は含まれず現年分の評価になります。 
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中村勉委員： 

 

 

事務局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村勉委員： 

 

 

事務局： 

 

 

 

現年度分だけですか。94％近くあるわけですよね、それなのにこ

の 15 点というのは低すぎると思うのですが。 

 

今回この評価につきましては、令和元年度の実績で評価となって

おります。令和２年度の実績が令和元年度の実績より上回る場合に

は令和２年度の実績として評価することになります。 

収納率の上位５割に入りますと 35 点が追加されまして、令和３

年度の得点と同様になるところですけども、令和４年度は収納率の

上位５位に入っていなかったために15点になっているところです。 

点数がとれなかった理由ですけども、収納率につきましては年々

上昇傾向とはなってはいますが、令和２年度はコロナの減免も多く

対応した為収納率自体は大きく上昇はしております。ただ、減免を

すると収納率が上がるということが、他市でも同じように減免をし

て収納率が上がっているところになります。 

本市の国保の加入者ですけども、会社を退職した方が多いと思わ

れておりまして、自営業者が多い市町村と比べますと、コロナ減免

による割合は少なかったのではないかと思われているところです。

自営業者の多い市町村と比較すると、コロナ減免による収納率の上

昇割合というのは本市が少なかったと思われまして、本市の収納率

は上がっているところではありますが、収納率の上位５位には入れ

なかったということです。 

 

前年度と比べて収納率が向上しないと得点が上がらないのです

か。そういうわけではないですか。 

 

はい、いろいろな要素がありますけども、大きな得点としまし

ては、上位５位に入れなかった、入れずに 35 点がとれなかったこ

とでございます。 
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中村勉委員： 

 

 

 

事務局： 

 

 

 

 

 

柴田会長： 

 

 

 

 

 

 

事務局： 

 

柴田会長： 

 

若林委員： 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。次の 25 ページのところですけども、こ

のグラフですね、配点の点数よりも得点が高くなっているところ

がありますけど、それはどういうことでしょうか。 

 

25 ページの真ん中のところに(4)法定外繰入解消のところで配点

30 点と書いてある令和３年度のところが 35 点になっているという

ところですね。配点が毎年変わっていまして、令和３年度の配点

が 35 点でしたが、令和４年度になったら配点が 35 点から 30 点に

変更されている関係で数字が合わないように見えています。 

 

他にございますか。収納率のところは政令市の中で比べても低

い点数になっているし、収納率の評価の仕方って前年度からの向

上分であったり絶対数で評価であったりと、いろいろあり、毎

回、収納率のところは議論になりますから次回以降どこかで分か

りやすく説明頂いた方がいいかなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

はい、わかりました。 

 

他にございますか。 

 

32 ページのところ、さいたま市を他の自治体と比べて結構差が

出ているのが、共通１と共通６かなと思いますが、ジェネリック

がどうして低いのかっていう点と、逆に共通１がすごく高くて岡

山がマイナス点がついているのに、さいたま市が一番全国の政令

市の中で高くて 65 点というのは非常にすばらしいなと思って見て

いるのですが、この 65 点という特定健診とメタボの、具体的にど

ういうことでこんなに高い点数をとられているのか。教えて頂け
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事務局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若林委員： 

 

 

事務局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るとイメージがついていいかなと思います。 

 

 共通６の後発医薬品促進の取組の点数が低い点についてお答え

します。この指標の中に、項目が７つぐらいございまして、一つ目

が後発医薬品の使用割合の政府目標というのがございまして そ

の目標値の 80％を達成している場合はそれだけで 70 点取れます。

その他、80％を超えている且つ全自治体の上位１割にあたる場合

は、プラス 20 点、また前年と比べて使用割合が向上している場合は

プラス 30 点で合計 120 点になりますけども、もっとも点数が高い

80％、こちらを達成することを目標としているのですが、現在本市

は、令和元年が 75.2％、令和２年が 77.9％、令和３年が 78.5％、

いずれにしても 80％は超えていないのでその点数が取れていない

ということになっております。とはいえ、年々少しずつ上昇してお

りますので、今後も継続してジェネリック医薬品の促進を行ってい

きたいと考えております。 

 

わかりました、配点の仕方がきついということがよくわかりま

す。 

 

共通１の部分ですが、保険者努力支援制度は健診と保健指導とメ

タボの３つの項目についてそれぞれ 10 くらいの指標があって、受

診率だけではなく、前年度と比較してどれだけ上がったか下がった

かで、点数が上がったり下がったりしていくものになります。 

以前は、健診の受診率、国が決めた目標値ですが、国保 60％、す

べての保険者全体では 70％ということで、国保は目標値の 60％を

満たしているかどうかが一番良い点数でありましたけども、それは

大抵大きな市は難しいので、この全国一律に 60％というのは、小さ

な町や村から大きな市までが同じでは公平ではないということか

ら、国において、被保険者の規模分けをしております。 
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若林委員： 

 

 

柴田会長： 

 

 

 

 

事務局： 

 

 

 

 

 

 

 

３千人未満から 10 万人以上の５つの段階に分けられていて、さ

いたま市は 10 万人以上の規模の中で、全国で上位 30％に入ったの

で点数が取れました。政令市は全てそれに入っていると思うので同

じ条件ですが、その 20 点と、前年度からの伸び率が良いということ

で、それに 25 点が入りました。例えば仙台市は受診率がいい市です

が、逆に、ずっと良いために伸びしろがない分、加点がありません。 

保健指導について、さいたま市は政令市の中で一番保健指導実施

率が良いということで 20 点の得点がありますが、昨年度はプラス

その前の年から実施率が上がったので加点がありました。今回は加

点がないために全体的に下がっています。健診の上位３割、伸び率、

保健指導の上位３割というところで点数が取れております。以上で

す。 

 

ありがとうございます。改善されるということも難しいと思いま

すので、よくわかりました。 

 

ジェネリックについては埼玉県の平均よりさいたま市は若干低

く、この前も事務局と、なぜ低いのだろうかと話したこともありま

した。ジェネリックについては分析をして、対応策を考えるとよろ

しいかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

分析をしているのですが、政令市では 100 点以上超えているとこ

ろもあるのですが、対策としてやっていることは本市も他市も同じ

くジェネリックの希望シールや希望カードを配布で、違いとしまし

ては送付回数です。本市は年に６回送付しています。100 点をとっ

ている政令市が９市ありますが、２市が 12 回、毎月送付しており、

残りの７市が年１回から４回の送付です。回数での影響はないと考

えております。とはいえ 80 点を超えていなく、また県の平均も超え

ていませんので、今後も引き続き分析をしていきたいと考えていま
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柴田会長： 

 

 

 

 

 

 

柴田会長： 

 

 

事務局： 

 

柴田会長： 

 

 

 

 

 

 

事務局： 

 

柴田会長： 

 

 

 

 

 

す。 

 

ぜひよろしくお願いします。ジェネリックに関しましては医療費

の適正化に繋がるということでございます。他にございますか。そ

うしましたら、次の議題に移る前に１時間超えましたので 10 分程

度休憩をとります。 

 

（休憩） 

 

再開します。それでは、「（３）第２回（書面開催）で寄せられた

質問について」事務局よりお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

ありがとうございました。なお、今回は前回の質問に対しての回

答としていますので、この場での追加質疑は行いません。事務局の

説明が不十分である、また質問等がある方は別途個別に、事務局へ

お尋ねいただくようお願いします。時間も押しておりますので申し

訳ございません。 

それでは「（４）その他」について事務局よりお願いします。 

 

（のびのび健診受診 PR／懸垂幕デザインについて事務局説明） 

 

インスピレーションでよいと思う案で多数決を採ります。挙手し

てください。事務局は数えてください。No.1（サクラソウ）がいい

と思う人。 

 

（多数挙手） 
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事務局： 

 

 

 

 

柴田会長： 

 

 

 

それでは、No.2（桜）がいいと思う人。 

 

（挙手数名） 

 

多数決で、協議会としては No.1（サクラソウ）の方のデザインと

なりました。事務局、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございます。ただいまのご意見を元に作成していきま

す。なお、懸垂幕の掲出期間は 12 月 1 日から 23 日となります。お

近くを通った際にはご覧いただければと思います。 

事務局からは以上になります。ご協力ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは、本日の協議報告事項につき

ましてはこれで終了させて頂きます。スムーズな進行のご協力あり

がとうございました。 

 


